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23 【関連する個別計画】 

 鳥栖市環境基本計画、鳥栖市一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市環境基本計画、鳥栖市一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画、鳥栖市災害廃棄物処理計画 

29 【市民・事業者・行政のそれぞれの役割】 

 略 

行政の役割 

・公園・緑地の適切な管理運営を行います。 

・ボランティアの協力による公園・緑地の管理を実施し

ます。 
 

【市民・事業者・行政のそれぞれの役割】 

 略 

行政の役割 

・公園・緑地の適切な管理運営を行います。 

・ボランティアの協力による公園・緑地の管理を実施し

ます。 

 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市公園施設長寿命化計画 

51 【取組担当課】 

 総務課、建設課、維持管理課、事業課 

【取組担当課】 

 総務課、環境対策課、建設課、維持管理課、事業課 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市地域防災計画 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市地域防災計画、鳥栖市災害廃棄物処理計画 

鳥栖市総合計画後期基本計画の変更について新旧対照表                         （傍線部分は変更部分）   



 

＜基本目標 1自然との共生を図り、快適な生活を支えるまち＞ 

＜取組   2循環型社会を構築します＞ 

【取組担当課】 

 環境対策課、商工振興課 

 

【取組による 5年後（平成 32年度）の姿】 

 市民や事業者、行政が、ごみの減量化、再利用、資源化（3Ｒ）に取り組んでおり、ごみの少ない

まちになっています。 

 

【取組の方針】 

 これまで大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動によって、経済発展や便利で快適な生活を

実現してきました。しかし、このことが、資源の枯渇化や地球温暖化をはじめとした様々な環境問

題の大きな一因となってきました。 

 環境への負荷の少ない持続的発展の可能な社会実現のため、循環型社会の構築を目指し、市民、事

業者、行政が一体となって、地球環境に配慮したまちづくりを行います。 

 

【市民・事業所・行政のそれぞれの役割】 

市民の役割 

・ごみの減量化、再利用、資源化を実践します。 

事業者の役割 

・ISO140016やエコアクション 217の認証取得を積極的に行います。 

行政の役割 

・循環型社会の実現に向けた取組を積極的に推進します。 

・環境教育等により、循環型社会への意識改革を図ります。 

・3R の推進に向けた新たな取組を検討します。 

・市民や事業者の環境活動を支援します。 

・ISO奨励金 8を交付します。 

 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市環境基本計画、鳥栖市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画、鳥栖市災害廃棄物処理計画 

 

 

 

 

 

6ISO14001：環境マネジメントシステムについての様々な事項を定めた環境に関する国際的な標準規格 

7エコアクション 21：中小企業、学校、公共機関等による環境配慮への取組を促進するとともに、その取組が効果的・効率的に実施され

るよう、環境省が策定したガイドラインに基づく事業者のための認証・登録制度 

8ISO奨励金：市内に本社を有する中小企業の事務所等が、ISO9000シリーズ及び ISO14001の認証を取得し、市長が定めるエコ・オ

フィスの認定を受けた場合に交付する奨励金 

23 第６次鳥栖市総合計画 



 

＜基本目標 1自然との共生を図り、快適な生活を支えるまち＞ 

＜取組   5うるおいとやすらぎのある緑の空間をつくります＞ 

【取組担当課】 

 維持管理課 

 

【取組による 5年後（平成 32年度）の姿】 

 うるおいとやすらぎを与える緑があふれ、だれもが心地よく過ごせる公園・緑地が適切に整備・管

理されています。 

 

【取組の方針】 

 市内には、平成 27年 3月 31日現在、25箇所、72.65ha の都市公園があります。 

 中でも、市内の中心部に位置する中央公園は、日頃から多くの市民に利用され、春の桜のシーズン

にはたくさんの人でにぎわうなど、市民にうるおいとやすらぎを与え、来訪者を心地よく迎え入

れています。 

 また、園内には大きな池があり、シンボル的な公園として市民に親しまれています。 

 公園・緑地は、市民が集い交流する場所であることから、魅力的で安全な公園・緑地づくりが求め

られています。 

 このため、公園・緑地の安全性を確保するとともに、バリアフリー17化等の課題を踏まえ、だれも

が快適に利用できる環境づくりに取り組みます。 

 

【市民・事業者・行政のそれぞれの役割】 

市民の役割 

・うるおいとやすらぎの場として、公園・緑地を愛着を持って利用します。 

・清掃活動等、公園・緑地の維持管理に積極的に参加します。 

事業者の役割 

・市民の清掃活動等に、ノウハウや経験等を活かしながら協力します。 

行政の役割 

・公園・緑地の適切な管理運営を行います。 

・ボランティアの協力による公園・緑地の管理を実施します。 

 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市公園施設長寿命化計画 

 

 

 

 

 

 

17バリアフリー：障害者や高齢者の生活に不便な障壁を取り除こうという考え方。例：道路の段差解消、階段の代わりに緩やかな坂道を

つくるなど 

29 第６次鳥栖市総合計画 



 

＜基本目標 2安全で安心して暮らせるまち＞ 

＜取組   7災害に強いまちを目指します＞ 

【取組担当課】 

 総務課、環境対策課、建設課、維持管理課、事業課 

 

【取組による 5年後（平成 32年度）の姿】 

 市民の防災に対する意識が高く、災害に対する備えができています。 

 

【取組の方針】 

 平成 23 年の東日本大震災、平成２４年の九州北部豪雨、平成２６年の広島市の土砂災害など、

大規模な災害が発生しています。今後も地震や局地的なゲリラ豪雨 24による市街地の浸水や山間

部の土砂災害などが起こる可能性があり、これらの災害から市民の生命や財産を守るために地域

防災計画などに基づいた防災体制の充実、防災関係機関との連携を図ります。 

 また、被害を最小限にとどめるために、市民に日頃からの備えの大切さを啓発し、地域で助け合う

自主防災組織 25の育成や活動を支援します。 

 

【市民・事業者・行政のそれぞれの役割】 

市民の役割 

・災害情報の収集方法や避難場所の確認など、日頃から災害に対する準備を行います。 

事業者の役割 

・防災訓練等に参加し、災害発生時には、地域での救助・救援活動など、地域で助け合います。 

行政の役割 

・市民や地域の自主的な防災活動への支援を行います。 

・災害発生時には、避難路や災害情報を市民に分かりやすく、迅速に伝え、市民が安全に避難でき

るよう支援します。 

・消防や警察等の関係機関と連携した体制づくりに努めます。 

 

【関連する個別計画】 

 鳥栖市地域防災計画、鳥栖市災害廃棄物処理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24ゲリラ豪雨：短時間に狭い地域に大量に降る雨のこと 

25自主防災組織：主に町内会・自治会が母体となって地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意団体 

51 第６次鳥栖市総合計画 


